募集に関するＱ＆Ａ

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の運用、所属研究機関・研究者の登録及び e-Rad の操作等に関しては、以下のホームページをご参照下さい。 

  http://www.e-rad.go.jp/ 

（研究提案募集への応募について） 


[image: image1] 

Ａ  必要ありません。ただし、採択後には、JSTと研究者が研究を実施する研究機関との間で研究契約を締結することになりますので、必要に応じて研究機関への事前説明等を行って下さい。 

（間接経費について） 


[image: image2] 

Ａ  間接経費は、委託研究費である直接経費の３０％を上限として、委託研究契約を締結する全ての研究機関に対してお支払いします。 


[image: image3] 

Ａ  間接経費は、本事業に採択された研究課題に参加する研究者の研究環境の改善や、研究機関全体の機能の向上に活用するために必要となる経費に対して、研究機関が充当する為の資金です。間接経費の主な使途として、 「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」 （平成 17 年 3 月 23 日、競争的資金に関する関係府省連絡申し合わせ）では、以下のように例示されています。 

１）管理部門に係る経費 

－施設管理・設備の整備、維持及び運営経費 

－管理事務の必要経費 

  備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費 

等 

２）研究部門に係る経費 

－共通的に使用される物品等に係る経費 

  備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 

－当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費 

  研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費

－特許関連経費 

－研究棟の整備、維持及び運営経費 

－実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費 

－研究者交流施設の整備、維持及び運営経費 

－設備の整備、維持及び運営経費 

－ネットワークの整備、維持及び運営経費 

－大型計算機（スパコンを含む）の整備、維持及び運営経費 

－大型計算機棟の整備、維持及び運営経費 

－図書館の整備、維持及び運営経費 

－ほ場の整備、維持及び運営経費 

等 

３）その他の関連する事業部門に係る経費 

－研究成果展開事業に係る経費 

－広報事業に係る経費 

等 

  このほか、機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断する経費が対象となりますが、直接経費としての充当が適当なものは対象外となります。 

なお、間接経費の配分を受ける研究機関においては、間接経費の適切な管理を行うとともに、間接経費の適切な使用を証する領収書等の書類（※）を、当該委託研究契約の終了後5年間適切に保管しておく必要があります。

（※）証拠書類は他の公的研究資金の間接経費と合算したもので構いません（契約単位毎の区分経理は必要ありません）。 

（チーム構成について） 


[image: image4]
Ａ  1つの研究グループとして参加させること（日本側の研究費を提供すること）はできません。
（採択後の異動について） 


[image: image5]Ａ  異動先において、当該研究が支障なく継続できるという条件で研究の継続は可能です。異動に伴って、研究代表者交替はできません。 


[image: image6]Ａ  当該研究費で取得した設備等の移動は可能です。また、委託研究費（直接経費）により取得した設備等についても、 原則として、 移籍先の研究機関へ譲渡等により移動することとなっています。 

（その他） 


[image: image7]Ａ  面接選考時の代理はお断りしています。また、多くの評価者の日程を調整した結果決定された日程ですので、日程の再調整はできません。 

（研究費の記載について） 


[image: image8] 

Ａ  研究費の積算根拠は必要ありませんが、費目ごとの研究費計画や研究グループごとの研究費計画を研究提案書の様式６に記載して下さい。また、面接選考の対象となった方には、研究費の詳細等を含む補足説明資料の作成を別途していただく予定です。 

（研究実施体制について） 


[image: image9]Ａ  研究提案書に記載された内容で選考を行いますので、変更が生じることのないよう研究提案時に慎重に検討下さい。なお、採択時に研究主幹からの指示により変更を依頼することはあります。 

（応募者の要件について） 


[image: image10] Ａ  研究期間中、国内の研究機関において自らが研究実施体制をとれるのであれば可能です。 

（研究費について） 


[image: image11]
Ａ  間接経費は含めません。直接経費の分のみを記載して下さい。 


[image: image12] 

Ａ  チーム内での研究費の配分は、採択後に毎年度策定する研究計画書によって決定します。 

（研究費の使途について） 


[image: image13] Ａ  出願費用、審査請求費用、維持費用、弁理士費用等については、直接経費から支出することはできませんが、間接経費から支出することは可能です。 

（研究契約について） 


[image: image14] Ａ  本事業では、研究契約は「再委託」の形式はとっておりません。JSTは、研究代表者および主たる共同研究者が所属する研究機関と個別に研究契約を締結します。 

Ｑ  応募の際に、所属機関の承認が必要ですか。





Ｑ  間接経費は、研究契約を締結する全ての研究機関に支払われるのですか。





Ｑ  間接経費は、どのような使途に支出するのですか。





Ｑ  EU以外の第3国（地域）の研究グループを日本側チームの１研究グループとして参加させることができますか。





Ｑ  研究実施中に研究代表者の人事異動（昇格・所属機関の異動等）が発生した場合も研究を継続できますか。 





Ｑ  研究実施中に移籍などの事由により所属研究機関が変更となった場合、研究費で取得した設備等を変更後の研究機関に移動することはできますか。








Ｑ  面接選考会の日の都合がつかない場合、 代理に面接選考を受けさせてもいいですか。 あるいは、面接選考の日程を変更してもらうことはできますか。 





Ｑ  研究提案書に、研究費の積算根拠や年度ごとの予算を記載する必要はありますか。





Ｑ  研究提案書に記載した研究実施体制を、面接時あるいは採択後に変更することはできますか。





Ｑ  非常勤の職員（客員研究員等）でも応募は可能ですか。また、研究期間中に定年退職を迎える場合でも応募は可能ですか。





Ｑ  研究提案書に記載する「予算計画」には、委託研究契約を締結した場合に研究機関に支払われる間接経費も加えた金額を記載するのですか。





Ｑ  採択後、チーム内での研究費の配分はどのように決めるのですか。





Ｑ  研究機関が出願する特許出願・維持経費等は、研究費から支出することはできますか。





Ｑ  「主たる共同研究者」が所属する研究機関の研究契約は、研究代表者の所属機関を介した「再委託」 （注）の形式をとるのですか。 


（注）  研究契約における「再委託」とは、研究代表者の所属機関とのみ JST が締結し、その所属機関と共同研究者の所属機関が研究契約を締結する形式のこと。








